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秋
の
行
政
相
談
週
間

10
月
15
日
～
21
日

No. ３

栃木市長　鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。今回は、
広報紙の発行日等の関係で、少し前の
ことになってしまい申し訳ありません
が、重要なことなのでお知らせします。
　去る７月 17 日に、市立保育園で２
歳の女子園児がおやつで出された白玉
団子をのどに詰まらせ、意識不明の重
体になるという事故が発生してしまい
ました。一時心肺停止状態に陥り、そ
の後蘇生はしましたが意識は戻らず、
意識不明の状態で病院において入院・
治療を行っていましたが、8 月 19 日
午前にお亡くなりになりました。心か
らご冥福をお祈りするとともに、改め
て責任を痛感し、できる限りの誠意を
尽くして参ります。
　市では、今回の事故について第三者
による事故調査委員会を組織し、原

因を徹底的に究明してい
きますが、１つ確かな
ことは、白玉という直
径２．０㎝以上もある吸着性のある固
形物を丸ごと、２歳の幼児に与えてし
まったことが直接の原因だということ
です。これは個人の責任の問題か、組
織上の問題か、それともその両方か、
これらのことは今後の調査によって明
らかにして参りますが、今回の事故は
市の保育行政が招いた完全な自己責任
であり、今後絶対に起こしてはならな
いことです。
　最後に、市民並びに保護者の皆様に
お願い申し上げます。市は今回の事故
の責任を痛感するとともに、今後二度
とこのような事故を起こさないことを
固く誓いますので、何卒保育園への信
頼を失うことのないよう、心からお願
い申し上げます。
　

ふ
る
さ
と
文
化
振
興
基
金
に
ご

協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

７
月
17
日
に
市
内
で
発
生

し
た
突
風
に
よ
り
大
き
な
被

害
を
受
け
た
方
の
早
期
の
生

活
安
定
及
び
再
建
を
図
る
た

め
、
被
災
し
た
住
宅
や
農
業

用
施
設
の
復
旧
に
対
し
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

◆
補
助
対
象　

市
内
に
住
所

を
有
す
る
個
人
が
所
有
す
る

住
宅
又
は
農
業
用
施
設
の
復

旧
費
用

◆
補
助
金
額

・
10
万
円
以
上
の
復
旧
工
事

費
が
対
象

・
補
助
率
…
住
宅
及
び
農
業

用
施
設
に
係
る
復
旧
費
用
の

２
分
の
１

・
限
度
額
…
10
万
円

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
工
事
の
明
細
書
又
は
見

積
書
の
写
し

　

②
工
事
を
行
う
住
宅
等
の

現
況
又
は
工
事
の
予
定
箇
所

の
写
真

　

③
り
災
証
明
書
又
は
修
繕

証
明
書

◆
受
付
期
限　

平
成
25
年
３

月
29
日
（
金
）

 

消
防
防
災
課

              

☎
21
‐
２
７
０
３

災
害
復
旧
費
補
助
金
申
請
を
受
付
中

　国内の医療機関において不妊治療を受けた
ご夫婦に対し、治療費の一部を補助します。
◇対象者　下記の①～④すべてを満たす方
①婚姻している夫婦②申請日以前に夫婦の一
方又は双方が１年以上市内（合併前の旧市町
を含む）に住民登録している方③医療保険各
法の加入者④市税の滞納がない方
◇助成期間　子１人につき通算５回まで

（１年度１回／通算には合併前の旧市町で申
請を行った回数も含む）
◇助成金額　医療保険適用外治療費の２分の
１の額。ただし県特定不妊治療費助成事業の
対象となる場合は治療費から県助成額を差し
引いた額の２分の１（限度額は１年度10 万円）
◇申請期限　治療が終了した日から１年以内
★申請書の記入方法や申請方法などは直接問
い合わせください。

 保険医療課 ☎ 21-2154
 生活環境課 ☎ 43-9223
 生活環境課 ☎ 62-0903
 生活環境課 ☎ 29-1102
 生活環境課 ☎ 92-0307

　

道
路
や
河
川
の
整
備
、税
金
、

年
金
、
そ
の
他
国
や
県
、
市
役

所
等
の
仕
事
に
対
す
る
苦
情
や

意
見
・
要
望
を
聴
き
、
解
決
・

改
善
に
役
立
て
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
市
民
と
行

政
と
の
パ
イ
プ
役
で
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

☆
街
の
行
政
相
談
委
員
は
次

の
方
々
で
す
。       （
敬
称
略
）

・
松
崎
静
子
（
室
町
）

・
大
竹
義
彦
（
今
泉
町
１
丁
目
）

・
小
林
好
雄
（
泉
町
）

・
富
田
修
次
（
大
平
町
富
田
）

・
五
月
女
敏
栄
（
大
平
町
新
）

・
大
橋
光
雄
（
藤
岡
町
赤
麻
）

・
大
森
利
昭
（
都
賀
町
富
張
）

・
仲
田
待
子
（
西
方
町
元
）

◎
巡
回
行
政
相
談
所
を
開
設

◆
日
時
・
場
所

○
10
月
16
日
（
火
）
国
府
公
民

館

　栃木市不妊治療費
　　　助成制度のお知らせ

　

10
月
１
日
（
月
）
か
ら
、
次

の
ふ
れ
あ
い
バ
ス
路
線
の
運
行

ル
ー
ト
一
部
見
直
し
と
運
行
ダ

イ
ヤ
全
面
改
正
を
行
い
ま
す
。

◎
主
な
見
直
し
内
容

【
部
屋
線
】
▽
一
部
の
便
の
行

き
先
を
、
部
屋
出
張
所
か
ら
渡

良
瀬
の
里
、
藤
岡
駅
方
面
へ
と

変
更
▽
道
神
入
口
～
帯
刀
入
口

間
に
「
宇
佐
宮
入
口
」
停
留
所

を
新
設
。

【
真
名
子
線
】
▽
一
部
の
便
の

行
き
先
を
、
真
名
子
介
護
保
険

事
業
所
か
ら
道
の
駅
に
し
か

た
、
西
方
病
院
、
東
武
金
崎
駅

方
面
へ
と
延
伸
。

【
金
崎
線
】
▽
都
賀
中
央
医
院

入
口
～
古
沢
自
動
車
前
間
を
、

都
賀
総
合
支
所
、
都
賀
図
書

館
、
都
賀
文
化
会
館
方
面
を
通

る
ル
ー
ト
に
変
更
▽
真
名
子
線

の
延
伸
に
伴
い
、
道
の
駅
に
し

か
た
～
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
間
を

廃
止
。

【
大
宮
国
府
線
】
▽
新
栃
木
駅

東
口
～
栃
木
信
用
金
庫
東
支
店

前
間
を
、
大
宮
市
営
住
宅
、
野

州
平
川
駅
方
面
を
通
る
ル
ー
ト

に
変
更
。

※
10
月
か
ら
の
ダ
イ
ヤ
は
、
折
込

み
の
時
刻
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

交
通
防
犯
課 

☎
21
‐
２
１
７
０

高
齢
者
運
転
免
許
自
主

返
納
支
援
の
内
容
変
更

　

10
月
か
ら
高
齢
者
運
転
免
許

証
自
主
返
納
支
援
制
度
の
対
象

者
及
び
支
援
内
容
が
変
わ
り
ま

す
。

◆
対
象
者　

運
転
免
許
の
す
べ

て
を
自
主
返
納
し
た
市
内
に
住

所
を
有
す
る
方
（
年
齢
制
限
は

な
く
な
り
ま
す
）

◆
支
援
内
容　

ふ
れ
あ
い
バ
ス

乗
車
回
数
券
（
百
円
券
又
は
50

円
券
11
枚
つ
づ
り
）
９
冊
、
又

は
蔵
タ
ク
乗
車
回
数
券
（
３
百

円
券
又
は
１
５
０
円
券
11
枚
つ

づ
り
）
を
３
冊
交
付
。
※
支
援

は
、本
人
の
み
１
回
限
り
で
す
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

○

運
転
免
許
証
返
納
時
に
交
付
さ

れ
る
「
運
転
免
許
の
取
消
通
知

書
」
○
印
鑑
○
身
体
障
害
者
手

帳
な
ど（
手
帳
を
お
持
ち
の
方
）

◆
申
請
窓
口　

○
交
通
防
犯
課

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）

◆
問
合
先　
（
運
転
免
許
証
自
主

返
納
支
援
制
度
に
関
す
る
こ
と
）

 

交
通
防
犯
課 

☎
21
‐
２
１
７
０

（
運
転
免
許
証
の
返
納
手
続
き
）

栃
木
警
察
署
交
通
総
務
課

                  

☎
25
‐
０
１
１
０

 

◆
お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
と
ち
ぎ
７
月
号
30

ペ
ー
ジ
栃
木
市
の
人
口
の
世

帯
数
「
５
１
，０
１
９
世
帯
」

と
あ
り
ま
し
が
、「
５
４
，

０
１
９
世
帯
」
の
誤
り
で
し

た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま

す
。

 

秘
書
広
報
課☎21

‐
２
２
２
６

　

市
で
は
、
市
民
文
化
の
振
興

や
個
性
的
な
地
域
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
、
ふ
る
さ
と
文
化

振
興
基
金
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

次
の
方
か
ら
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ご
協
力
、
大
変
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

《
個
人
》　   

田
村
門
一　

様　

１
，
０
０
０
，
０
０
０
円

※
喜
多
川
歌
麿
『
品
川
の
月
』

高
精
細
複
製
画
制
作
費
用
の
一

部
と
し
て

 

文 

化 

課 

☎
21
‐
２
７
４
１

○
10
月
17
日
（
水
）
寺
尾
公
民

館○
10
月
18
日
（
木
）
吹
上
公
民

館
※
各
会
場
と
も
13
時
30
分
～

15
時
30
分

○
10
月
21
日
（
日
）
９
時
～
14

時　

藤
岡
公
民
館

○
10
月
28
日
（
日
）
９
時
～
15

時　

栃
木
総
合
体
育
館

 

市
民
生
活
課 

☎
21
‐
２
１
４
５

 

生
活
環
境
課 

☎
43
‐
９
２
１
１

 

生
活
環
境
課 

☎
62
‐０
９
０
３

 

生
活
環
境
課 

☎
29
‐１
１
０
２

 

生
活
環
境
課 

☎
92
‐０
３
０
８

建
築
物
実
態
調
査
を
実
施

　

国
土
交
通
省
で
は
住
宅
・
建

築
行
政
等
の
基
礎
資
料
と
す
る

た
め
、
毎
年
「
建
築
物
実
態
調

査
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

11
月
15
日
ま
で
の
間
、
調
査

員
（
市
職
員
）
が
調
査
区
内
の

住
宅
や
事
業
所
に
お
伺
い
し

て
、質
問
形
式
で
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
内
容
は
、
統
計
上
の
目

的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

建
築
指
導
課 

☎
21
‐２
６
２
７

▲感謝状贈呈（田村さん㊨、教育長㊧）

ふ
れ
あ
い
バ
ス
の
運
行

ル
ー
ト
・
ダ
イ
ヤ
見
直
し


